
 

 

江戸川病院訪問看護ステーション・マックスライフ 

第１ 重要事項説明書  （居宅介護支援用）

 

 居宅介護支援のご利用者様（以下「利用者」と表記させて頂きます。）が利用しようと考えている

指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたしま

す。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問してください。 

 この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成

11 年厚生省令第 38 号）」第４条の規定に基づき、指定居宅介護支援提供の契約締結に際して、

ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

1 指定居宅介護支援を提供する事業者について 

 

事業者名称 社会福祉法人 仁生社 

代表者氏名 理事長 加藤 正弘 

本社所在地 

（連絡先及び電話番号

等） 

東京都江戸川区東小岩２－２４－１８ 

江戸川病院 ＴＥＬ ３６７３－１２２１ 

      ＦＡＸ ３６７３－１２２９ 

 

２ 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について 

（1） 事業所の所在地等 

事業所名称 江戸川病院訪問看護ステーション・マックスライフ 

介護保険指定事業所番号 １３７２３００９４５ 

事業所所在地 東京都江戸川区東松本２－１４－１２ 

連絡先相談担当者名 ＴＥＬ ０３－３６７３－４１７４ 

ＦＡＸ ０３－３６７３－４１７７ 

  担当者氏名  荒瀬 有美子            

事業所の通常の事業の 

実施地域 

江戸川区 東・西・南・北小岩、北・西・上篠崎、松本、東松本、

鹿骨、新堀、大杉、中央、本・上一色、興宮町 

篠崎町１・２・７・８丁目、谷河内１丁目、春江町１丁目 

 

（2） 事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 要介護状態にある高齢者等に対し、適正な居宅介護支援を提供する

事を目的にしています。 

運営の方針 ①利用者の心身の状況、環境に応じて可能な限り自立した日常生活

を営むことが出来るよう、利用者の立場に立って援助を行います。 

②利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適正な保

健医療サービス及び福祉サービスが多様な業者から総合的かつ効

率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整します。 

③指定居宅介護支援提供にあたっては、関係区市町村、地域包括支

援センター、他の居宅支援事業者、介護保険施設との連携により

総合的なサービスの提供に努めます。 
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（3） 事業所窓口の営業日及び営業時間 

営業日 月曜日から土曜日。 

但し、国民の祝日・１２月２９日午後～１月３日を除く。 

営業時間 午前８時４５分から午後５時３０分まで。 

但し、土曜日は午前８時４５分から午後１２時５０分まで。 

尚、電話等により、２４時間常時連絡が取れる体制を取っておりま

す。 

 

（4）事業所の職員体制 

管理者 荒瀬 有美子 

 

職 職務内容 人員数 

介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います。 常勤  １名 

 

 

３ 居宅介護支援の内容、利用料及び加算の費用について 

居宅介護支援の内容 提供方法 介護保険適用

有 無 

利 用 料

（月額） 

利用者負担額 

（介護保険適用の場

合） 

① 居宅サービス計画の作

成 

第２居宅介護支

援サービス契約

書を参照下さい。 

左の①～⑦

の内容は居

宅介護支援

の一連業務

として、介護

保険の対象

となるもの

です。 

下表のと

おり 

介護保険適用となる

場合には、利用料を支

払う必要がありませ

ん。 

（全額介護保険によ

り負担されます。） 

② 居宅サービス事業者と

の連絡調整 

③ サービス実施状況把

握、評価 

④ 利用者状況の把握 

⑤ 給付管理 

⑥ 要介護認定申請に対す

る協力、援助 

⑦ 相談業務 

 

 要介護１・２ 要介護３～５ 

介護支援専門員１人当りの利

用者の数が 44 人未満の場合 

居宅介護支援費Ⅰ１ 

  １０８６単位／月 

居宅介護支援費Ⅰ２ 

    １４１１単位／月 

 

※当事業所が運営基準減算（居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算）に該当する場

合は、上記金額の５０／１００となります。また２カ月以上継続して該当する場合には、算定し

ません。 

※特定事業所集中減算（居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算）に

該当する場合は、上記金額より 200 単位を減算することとなります。 
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加算 加算額 算定回数等 

初回加算 ３００単位／月 新規に居宅サービス計画を作成する場合 要支援者が要介護認

定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 

要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計

画を作成する場合 

入院時情報連携加算（Ⅰ） ２５０単位／月 介護支援専門員が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該

病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報提

供を行った場合（入院日以前の情報提供を含む。営業時間終了

後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む） 

入院時情報連携加算（Ⅱ） ２００単位／月 介護支援専門員が病院又は診療所に入院した翌日又は翌々日

に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要

な情報提供を行った場合（営業終了後に入院した場合であって、

入院日から起算して３日目が営業日でない場合は、その翌日を

含む） 

退院・退所加算（Ⅰ）イ 

       （Ⅰ）ロ 

       （Ⅱ）イ  

       （Ⅱ）ロ 

       （Ⅲ）   

４５０単位／回 

６００単位／回 

６００単位／回 

７５０単位／回 

９００単位／回 

退院又は退所に当って医療機関や介護保険施設等の職員と面談

を行い、必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を

作成し居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 

カンファレンス以外の方法： １回（Ⅰ）イ  ２回（Ⅱ）イ 

１回はカンファレンスの方法：１回（Ⅰ）ロ ２回（Ⅱ）ロ ３回（Ⅲ） 

通院時情報連携加算 

 

５０単位／月 利用者１人につき１月に 1 回の算定を限度とする 

利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受

ける際に同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心

身の状況や生活環境等の必当該利用者に係る要な情報提供を行

うとともに、医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要

な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合 

ターミナルケアマネジメント 

加算 

４００単位／月 在宅で死亡した利用者に対して終末期の医療やケアの方針に関

する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡

日及び死亡日前１４日以内に２日以上、当該利用者又はその家

族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心

身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置

付けた居宅サービス提供事業者に提出した場合 

緊急時等居宅 

カンファレンス加算 

２００単位／回 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は

看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、

必要に応じて当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型

サービスの利用に関する調整を行った場合(1 月に２回を限度) 

介護報酬 1 単位を１１．４０円として計算します。 
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４ 利用者の居宅への訪問頻度の目安 

介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安 

利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも１月に１回 

※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に

不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪

問することがあります。 

 

５ 居宅介護支援の提供にあたって 

（1） 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介

護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所など

に変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（2） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が

行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が

受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行う

ものとします。 

（3） 利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業

者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならないこと等を踏まえ、下

記の２点について説明いたします。 

① 前６月間に指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護が、それぞれ位置付けられた

居宅サービス計画の数が占める割合。 

② 前６月間に指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられ

た訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護ごとの回数のうちに同一の

サービス事業者によって提供されたものが占める割合（上位３位まで）。 

 

６ 虐待防止への取り組み 

事業所は、虐待の発生及び再発を防止するため下記に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１） 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結 

果について、従業者に十分に周知します。 

（２） 虐待の防止のための指針を整備しています。 

（３） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

（４） 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いています。 

    虐待防止に関する担当者  管理者 荒瀬 有美子  

 

７ 身体的拘束等の適正化 

 事業所は身体的拘束等にさらなる適正化を図ります。 

（１） 利用者又は他の利用者の生命又は身体保護に関するため緊急やむを得ない場合を除き、 

身体的拘束等を行ってはならないこと。 

（２） 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、並びに 

緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 
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８ 業務継続計画の策定 

 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施 

するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画（業務継続計画）を策定します。 

 

７ 身分証遂行義務 

 介護支援専門員は、常に身分証を遂行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を

求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

９ 守秘義務及び個人情報の取り扱いについて 

（1） 守秘義務 

    事業者は、訪問看護を提供する上で知り得た利用者又はその家族等に関する秘密を正当

な理由なく第三者に漏洩しません。契約が終了した後も同じです。 

（2） 個人情報の取扱い 

    事業者は、利用者又はその家族等の個人情報は、個人情報の保護に関する法律その他関

係法令を遵守して適切に取り扱います。【第３個人情報保護】参照。 

 

１０ 苦情対応について 

（1） 事業者の苦情対応体制 

    事業者は、下欄に記載のとおり、苦情に対応します。 

苦情対応責任者 事業所の管理者  荒瀬 有美子 

苦情受付体制 ご利用時間  事業所の営業時間中《前掲表（３）》 

ご利用方法  電話番号  ０３－３６７３－４１７４ 

       ファックス ０３－３６７３－４１７７ 

       面接    事業所又は利用者の居宅において 

苦情対応の基本的

な方法 

事業者は、苦情を受付後、速やかに苦情に係る事実の確認を行

い、その結果に基づき、必要な改善策を検討立案し、利用者又

は家族に説明するとともに、改善策を実施し、その後も、適

宜、改善策の実施状況を点検し、再発防止に努めます。 

 

 

（2） 行政機関その他の苦情受付機関 

    事業者以外の苦情対応機関として、下欄記載の機関があります。 

江戸川区介護保険課 

    （江戸川区在住の方） 

所在地：江戸川区中央 １－４－１ 

電話番号：０３－５６６２－００３２ 

葛飾区役所高齢者支援課高齢者相談係 

    （葛飾区在住の方） 

所在地：葛飾区立石 ５－１３－１ 

電話番号：０３－５６５４－８２５７ 

東京都国民健康保険団体連合会 

 

所在地：千代田区飯田橋 ３－５－１ 

電話番号：０３－６２３８－０１７７ 
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苦情処理の手順について 

① 苦情申出者からの連絡 

⇓ 

② 苦情受付担当者による苦情申出者への申出内容の確認 

⇓ 

③ 苦情報告書作成 

⇓ 

④ 苦情処理担当者による苦情処理内容の検討 

⇓ 

⑤ 苦情処理担当者から苦情申出者への苦情処理内容の報告 

⇓ 

⑥ 苦情処理内容について申出者に承認・同意を得る 

⇓ 

⑦ 苦情報告書へ処理内容の記録 

⇓ 

⑧  苦情解決 

 

 

 

１１ 事故発生時の対応について 

（1） 緊急連絡その他必要な措置 

    事業者は、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やか

に、区市町村、利用者の家族、サービス事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じます。 

 

（2） 事故原因の分析と再発防止策 

    事業者は、居宅介護支援の提供により発生した事故の原因を分析し、再発防止策を講じ

ます。 

 

（3） 損害賠償 

    居宅介護支援の提供により事業者が賠償すべき事故が生じた場合には、事業者は、利用

者に対し、速やかに損害賠償を行います。 

 

１２ 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

  

 実施の有無          無 

 実施した直近の年月日 

実施した評価機関の名称 

 評価結果の開示状況 

 

 


